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 開  会  

 議  長  総務課長 

 総務課長  おはようございます。町民憲章を朗読いたしますので、全員ご起立願いたいと思い

ます。いつものとおり本文のみお願いいたします。 

一つ、私たちは、豊かな自然に満たされた筑前町をつくります。 

一つ、私たちは、伝統と文化を守り、育てる筑前町をつくります。 

一つ、私たちは、平和を願い、命を大切にする筑前町をつくります。 

一つ、私たちは、人を思いやり、共に支え合う協働の筑前町をつくります。 

一つ、私たちは、子どもが元気で健やかに育つ筑前町をつくります。 

一つ、私たちは、健康で希望に満ち、活気と笑顔あふれる筑前町をつくります。 

 ありがとうございました。 

 議  長  おはようございます。 

 本日の出席議員は、１５人につき定足数に達しております。 

 ただ今から、平成２５年第１回筑前町議会定例会を開会します。 

（９：３０） 

 日程第１  

 議  長  日程第１「会議録署名議員の指名」を、行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１１７条の規定によって、 

８番 久保大六議員及び９番 一木哲美議員を、指名します。 

 日程第２  

 議  長  日程第２「会期の決定について」を、議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日３月５日から１４日までの１０日間としたいと思います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認めます。 

 したがって、会期は、本日から３月１４日までの１０日間と決定しました。 

 日程第３  

 議  長  日程第３「町長のあいさつ及び提案理由の説明」を、求めます。 

田頭町長 

 町  長  おはようございます。 

 本日は、平成２５年第１回の定例会を招集いたしましたところ、全員ご出席いただ

きありがとうございます。 

 筑前町も三寒四温を繰り返しながら３月となり、梅の花が咲き菜の花が背丈を伸ば

しながら色づき始め、日々春めいてまいりました。 

 ３月議会は平成２４年度の最後の定例会でありまして、私にとっても任期の締めの

議会でもございます。感慨と新たな緊張感を覚えるところでございます。 

 さて、私は町長就任して丸４年を迎えようとしております。この４年間、町と議会

と住民の皆様と進めてきた筑前町のまちづくりを総括したいと思います。 

 まず、４年間いつも念頭に置きすべての施策の下敷きであった町民の融和と地域活

性化と健全財政の確立についてです。 

 ４年前は、筑前町が誕生して５年目であり、町民の融和、町民の一体感の醸成はす

べての施策を推進する上で基礎となる大切な心の問題でありました。 

 このため、建設事業をはじめ広報等各施策において地域バランスに配慮しつつ推進

してきたところです。 

 オンリーワン事業もともすれば合併前の旧町の主張を引きずるものであってはな
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らないとの思いから、それぞれの施設を個別に推進するのではなく、「食に感謝し平

和を願う町」という一つのまちづくりのフレーズで意識を共有し施策を連携し、住民、

議会等と一体行動を展開いたしました。 

 両施設とも多くの課題は抱えるものの、町内外から年間８０万人からの来客があ

り、マスコミからも両施設を通じて筑前町が紹介され、地域の活性化効果と併せて町

民の一体感の醸成が推進されたと言えると思います。 

 また、重要課題である健全財政の確立と地域の活性化は車の両輪です。合併はじめ

には合併特例債の活用による道路、教育施設、オンリーワン施設等の整備、さらに下

水道整備事業等の促進によりインフラ整備は格段に促進された反面、借入金の増額が

町の課題となりました。このことから平成２１年度以降、新規借入金の抑制、借入金

の繰り上げ償還など後世への負担軽減のため計画的に借入金の削減に努めました。 

 さらに行財政改革として職員を削減し、平成２５年度からは篠隈保育所の民営化を

決定し、経費の削減を図りました。しかし、政策予算については優先確保し、ハード

事業からソフト事業へとシフトすることを施策の柱といたしました。 

 さらに各課からの一押し事業を推進し、地域と職場の活性化を推進したところで

す。 

 私は、町民の一体感の醸成は、絶えず町の課題を解決する努力、さらに夢を求めて

いく行動、その過程の積み重ねから生まれてくるものだと思います。 

 そのことを念頭に置きながら、この４年間、マニフェスト、それに社会の変化の中

で臨機応変に対応した主なものについて述べます。 

 まず、第一に実行できなかったもの、課題の解決に至らなかったものを挙げます。 

 住民自治基本条例の制定、管理監督不徹底による職員の不祥事、四三嶋企業誘致地

区への企業進出、国保会計への操出金の増額があります。さらに外国債は本年３月の

円安により、１０億円が償還されるものの、残りの１１億円については未償還であり

ます。 

 次に、新たな取り組みや前進したものを挙げます。 

 私は、数字をもって選挙公報で２つのことを公約いたしました。 

 １つは、人件費の２億円の削減であります。これは、一般職員や特別職等の削減等

により実現できました。 

 ２つ目は、５億円の経済効果の創出です。これは、ファーマーズマーケットみなみ

の里や大刀洗平和記念館、特産品等で年間５億円を越える経済効果を達成できたとこ

ろです。これは、冒頭申し上げました健全財政と地域活性化の両輪の一つの実行でも

ございました。 

 次に、教育の充実です。教育は未来への投資であるとの思いであります。筑前町で

は私学に通わずとも塾に頼らなくても負けない学力を身につけさせたいという強い

思いであります。小学２年生までの尐人数の学級制導入、指導主事を２名配置、全校

でのコミュニティスクールの導入等積極的に支援してまいりました。平成２０年から

の学力テスト結果の推移からみると、確実に学力は向上しているといえます。また、

ランチルームの整備、全小中学校にソーラー風力発電を設置いたしました。 

 次に、企業誘致については、原地蔵地区への豊洋精工進出により３３０人の雇用創

出をはじめ、多田精機等の誘致、また、大手スーパーや家庭用品販売店、ドラッグス

トアが進出したことで、町民の雇用が拡充し生活の利便性が向上しました。 

 次に、観光です。観光元年と位置づけ、観光が経済を、人を活性化することを実感

し始めたと思います。みなみの里に年間７０万人、大刀洗平和記念館に年間１０万人

からの来客があり、職員６５人、出荷者数３４０人等の、４年前にはなかった入込客

と経済、雇用効果が生まれました。 
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 次に、再生可能エネルギーの導入です。東日本大震災以降エネルギー問題が国家的

課題となりました。地域においても新たな地域再生の資源として注目が集まっていま

す。町もエネルギーの地産率の向上、ＣＯ２対策や非常時の発電装置として、各家庭

への太陽光発電助成制度の充実や庁舎・学校などに太陽光発電システムを設置したと

ころです。 

 次に、情報網の整備です。夜須地区に光ファイバーを敷設し、筑前町全域にブロー

ドバンド環境を整備いたしました。加入率の課題があるものの、ケーブルテレビの活

用は新たな情報伝達手段であることは認識されつつあります。 

 次に、多目的運動公園の整備です。１０年来の取り組みである合併時のシンボル事

業の多目的運動公園は、平成２３年度に整備地区を決定し、平成２４年度に用地買収

を終え造成工事に着手いたしました。 

 次に、上下水道の整備です。平成２年度から事業着工した下水道事業が平成２４年

度でほぼ完了し、上水道事業も着実に促進されております。都市基盤の根幹である下

水道のインフラ整備は県下でも高水準の町になりました。 

 次に、公共交通の充実です。公共交通の充実は、高齢社会の重要施策だと位置づけ

ています。このため福岡大学と連携し、住民や公共交通関係者、行政職員で構成する

公共交通活性化委員会を設置し、福祉バスを拡充した試行運転を実施中であります。

また、バス停や駐輪場を８カ所整備しました。  

 次に、食の町づくりを推進しました。食は産業であり、食育であり、環境、健康、

観光でもあります。「ちくぜん食の都づくり」を宣言し、「食と農の町づくり」を、町

を挙げて推進しました。 

小中学生の食と農への関心の高まりや、食生活改善運動の推進や弁当コンクールの

開催、さらに商工会、ＪＣ等の食への取り組みやマスコットキャラクター「ちくちゃ

ん」の誕生などにより筑前町は食の町だという住民意識が高まったと思います。 

 また、中村学園大学と包括連携し、ど～んとかがし祭への学生参加や、大学への出

張講座を開設しました。また、特産品開発として筑前クロダマルの商標登録、そして

町内外２１店舗による５０種類の筑前クロダマル産品の商品開発販売も新たな取り

組みでございます。 

 次に、平和事業の推進です。大刀洗平和記念館を平和の大切さを発信する拠点とし

て、様々に情報を発信しています。運営面改善の課題はあるものの、本年２月には全

国から５０万人を超える来館者がありました。平和のメッセージコンテストも全国か

ら１，３１３通の応募がありました。筑前町として初めて全国に発信した取り組みで

す。 

 次に、子育て支援です。赤ちゃんの駅の設置を促進しました。また、平成２５年４

月に原地蔵地区に民間保育所を設置し、待機児童の解消を図りました。  

 次に、そったく基金の活用です。平野様ご夫妻から２億円の寄付があり、そったく

基金と命名し、筑前町のオリジナルな食と福祉のまちづくりが推進されています。 

 次に、男女共同参画の町づくりの推進です。平成２３年度には各種委員会等への女

性参加率が３９％となり県下１位となりました。 

 次に、職員の人事交流です。農林水産省と福岡県との若手職員の２年間の人事交流

を行いました。職員の研鑽と町の将来への投資であるという思いです。特に、国との

人事交流については初めてのことでした。  

 また、県への要望事業として県道筑紫野三輪線が１０年ぶりに工事が再開され、朝

倉土木、那珂土木が同時に着工されております。 

 以上、４年間の主な取り組み等について説明いたしましたが、他にも健康づくりや

防災対策等も一定の前進を見せております。しかしながら大半が緒に就いたばかりで
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あり、十分な成果が得られているものではないことは、前議会の川上議員のご指摘の

とおりであると認識しております。今、変革の時代の渦中にありますが、筑前町は合

併をエネルギーとして、町づくりの様々な種をまき、そして住民と行政が「住んでよ

かった訪ねてよかった筑前町」を求めて、そったくした４年間であったと総括します。 

 それでは、本日提案します議案等３１件の提案理由の説明を申し上げます。 

 同意第１号 筑前町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めること

につきましては、委員の任期が平成２５年３月３１日をもって任期満了となるので、

後任として選任することについて議会の同意を求めるものです。 

 報告第１号 専決処分の報告につきましては、町道の落石車両事故により被害者の

受けた損害を賠償するにあたり和解を締結する必要が生じましたが、町議会を招集す

る時間的余裕がなかったため、専決処分を行ったものです。 

 承認第１号 専決処分を報告し、承認を求めることにつきましては、南北線道路改

良工事を施工するにあたり、工事内容の変更に伴う工事請負契約の変更をする必要が

生じましたが、町議会を招集する時間的余裕がなかったため、専決処分を行ったもの

です。  

 議案第１号 福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増減

及び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更につきましては、組合を組織する地方

公共団体の増減及びこれに伴い組合規約を改正する必要が生じたため、地方自治法の

規定により議会の議決を求めるものです。 

 議案第２号 下水道の排水協定につきましては、下水道事業の円滑な運営のため、

筑紫野市と本町及び大刀洗町と本町との間で下水道の排水協定を締結していますが、

平成２５年３月３１日をもって期限切れとなりますので、更新のため地方自治法の規

定により議会の議決を求めるものです。 

 議案第３号 筑前町行政区画審議委員会条例を廃止する条例及び筑前町付属機関

に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、区画整理事業を実施する

予定がないことから本委員会条例を廃止し、関係条例の一部を改正しようとするもの

です。  

 議案第４号 筑前町特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例の制定につきましては、委員会等の廃止及び設置並びに報

酬額の改定につきまして、当該条例の一部を改正しようとするものです。 

 議案第５号 筑前町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条

例等の一部を改正する条例の制定につきましては、障害者自立支援法の題名が改正さ

れたことに伴い、関係条例の一部を改正しようとするものです。 

 議案第６号 筑前町分担金徴収条例の一部を改正する条例の制定につきましては、

ため池整備事業を県営事業とそれ以外の事業とに工種を区分し、その分担区分を変更

することにつきまして、議会の議決を求めるものです。  

 議案第７号 筑前町保育所条例の一部を改正する条例の制定につきましては、篠隈

保育所を民営化することに伴い当該条例の一部を改正しようとするものです。 

 議案第８号 筑前町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定につきましては、新

型インフルエンザ等対策特別措置法の規定により、同法が施行される日までに当該条

例を制定しようとするものです。 

 議案第９号 筑前町人権施策推進審議会設置条例等の一部を改正する条例の制定

につきましては、地方自治法に規定する附属機関について、法令により定めがある場

合を除き、町議会の議員は参画しないものとすることに伴い、関係条例の一部を改正

しようとするものです。 

 議案第１０号 筑前町準用河川に設ける河川管理施設等の構造の技術的基準に関
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する条例の制定についてから、議案第１４号 筑前町高齢者、障害者等の移動等の円

滑化のために必要な特定公園施設の設置の基準に関する条例の制定につきましては、

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に

関する法律の施行に伴い、それぞれ関係条例を整備しようとするものです。 

 議案第１５号 平成２４年度筑前町一般会計補正予算（第７号）につきましては、

補正額６１，６１８千円を減額し、補正後の歳入歳出総額をそれぞれ１２，１３０，

２３７千円とするものです。 

 事業精査により減額補正する主なものは、 

・自立支援給付費            ４１，７８９千円減 

・公共下水道事業特別会計操出金     ２２，５６３千円減 

・広域常備消防負担金          １１，１４７千円減 

などで、増額補正する主なものは、 

・国の補正予算対応の上水道事業出資金 １１０，０００千円 

 及び県南水道企業団出資金       １２，２００千円 

・各種基金利子積立           ２５，６５１千円 

などを追加するものです。 

 議案第１６号 平成２４年度筑前町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

につきましては、補正額８，４６４千円を減額し、補正後の歳入歳出総額をそれぞれ

３，４６９，６６２千円とするものであります。 

 議案第１７号 平成２４年度筑前町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第

２号）につきましては、補正額１８１千円を追加し、補正後の歳入歳出総額をそれぞ

れ１２，４８７千円とするものです。 

 議案第１８号 平成２４年度筑前町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）

につきましては、補正額１，７７３千円を減額し、補正後の歳入歳出総額をそれぞれ

１５８，０４６千円とするものです。 

 議案第１９号 平成２４年度筑前町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）に

つきましては、補正額５２，６５０千円を減額し、補正後の歳入歳出総額をそれぞれ

１，１４３，５１３千円とするものです。 

 議案第２０号 平成２４年度筑前町水道事業会計補正予算（第４号）につきまして

は、収益的収入の予定額を３１，５００千円追加し、３，００９，１５０千円とし、

収益的支出の予定額を３，５７８千円減額し、３５１，７３０千円とするものです。 

 次に、議案第２１号から議案第２８号までの平成２５年度筑前町一般会計補正予算

をはじめとする８会計の予算編成方針について概要を説明いたします。 

 日本の経済は、東日本大震災からの復興需要や政策効果の発現等により、夏場にか

けて回復に向けた動きが見られましたが、その後世界経済の減速等を背景として、輸

出や生産が減尐するなど景気は弱い動きとなり、底割れが懸念される状況となりまし

た。こうした中で国は、１月に「日本経済再生に向けた緊急経済対策」を閣議決定し、

景気回復に向けた取り組みを進めているところであり、世界経済の緩やかな回復が期

待される中で、「平成２５年度の経済財政運営の基本的態度」に示された施策の推進

等により、着実な需要の発現と雇用創出が見込まれ、国内需要主導で景気回復が進ん

でいくと見込まれています。 

 こうした情勢の下、平成２５年度国の予算は、「日本経済再生に向けて緊急経済対

策」に基づく平成２４年度補正予算と一体となった「１５ヶ月予算」として編成し、

景気の下支えを行いつつ、切れ目のない経済対策を実行することとされています。そ

の一方で、財政健全化目標を見据え前年度より引き締まった中身とする中で、補正予

算と同様に「復興・防災対策」「成長による富の創出」「暮らしの安心・地域活性化」
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に重点化された編成となっています。 

 本町の財政状況は、健全化判断比率等の財政指標においても現状では健全性を保っ

ているところではありますが、合併特例債事業をはじめ数多くの普通建設事業を行っ

ていることから、公債費償還の増加や社会保障制度である扶助費の増加など義務的経

費は増加傾向にあり、多目的運動公園整備、町営住宅整備、尐子・高齢化対策、企業

誘致対策、上水道事業、農業振興対策など本町が取り組むべき課題は山積し、加えて

行政サービスの多様化にも対応しなければならないことや、普通交付税の合併算定替

の特例期間の適用が平成２６年までなど、本町の財政を取り巻く状況は将来にわたり

厳しいことに変わりはありません。 

 このような本町情勢の下、平成２５年度当初予算編成においては、町長選挙が４月

に執行されることから、骨格予算編成としました。しかしながら衆議院議員選挙後の

政権交代など情勢の変化に対応しながら総合計画後期基本計画を着実に推進するた

め、継続事業である「多目的運動公園整備事業」、「公営住宅建設事業」をはじめ「両

筑平野用水国営二期事業償還負担金」などを計上したことから、平成２４年度当初予

算を上回る予算となりましたが、既存事業の見直しや限られた財源の中で創意工夫し

たところです。 

 議案第２１号 平成２５年度一般会計予算については、予算総額１１，８６４，２

４４千円で、前年比２．６％の増で、２９７，８４４千円の増額となっています。 

 歳入については、町税が０．１％の増、３，８６７千円の増額となり、当初予算計

上額としては昨年度に引き続き増収見込み計上となっています。 

 財源構成については、自主財源が５，０１９，７８２千円で４２．３％、依存財源

が６，８４４，４６２千円で５７．７％の構成となり、自主財源は主に両筑平野用水

国営二期事業償還負担金対応をはじめとした各事業実施のための基金繰入金の増額

により昨年度から２０．５％の増、依存財源は主に地方交付税の減額により、昨年度

から７．５％の減となっています。 

 また、一般財源額は７，９１０，１９４千円となり、主に地方交付税の減額により

昨年度から４．１％の減となっています。 

 歳出については、主に平成２５年度より民間保育所が増設されたことによる保育所

運営負担金の増額などで、扶助費が１４．２％の増、ミニ公募債元金２億円の償還に

よる公債費の０．６％の増などにより、義務的経費が４．２％の増、投資的経費は昨

年度からの継続的事業である公営住宅建設事業、多目的運動公園整備事業などを計上

しましたが、骨格予算編成であるため３３．４％の減、その他の経費は、主に両筑平

野用水国営二期事業償還負担金対応により補助費等の４２．１％の増などにより１

０％の増となっています。 

 議案第２２号 平成２５年度筑前町国民健康保険事業特別会計予算につきまして

は、予算総額３，４１９，３６２千円、前年比０．１％増、３，４２１千円の増額と

なっています。 

 歳出の主なものは、保険給付費２，２５８，０４４千円です。 

 議案第２３号 平成２５年度筑前町後期高齢者医療特別会計予算につきましては、

予算総額３１２，１９９千円、前年比４．０８％増、１２，２２５千円の増額となっ

ています。 

 歳出の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金３０９，１２２千円です。 

 議案第２４号 平成２５年度筑前町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算につき

ましては、予算総額９，１７０千円、前年比７．８６％の増で、６６８千円の増額と

なっています。 

 議案第２５号 平成２５年度筑前町農業集落排水事業特別会計予算につきまして
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は、予算総額１６３，８１６千円、前年比２．５％の増で、３，９９７千円の増額と

なっています。 

 議案第２６号 平成２５年度筑前町公共下水道事業特別会計予算につきましては、

予算総額１，１９８，３１３千円、前年比０．４３％の減で、５，１９９千円の減額

となっています。 

 歳出の主なものは、公共下水道施設管理費３１３，３１４千円、公共下水道施設整

備費１８５，２２３千円、公債費６９４，５８０千円などです。 

 議案第２７号 平成２５年度筑前町水道事業会計予算につきましては、収益的収入

３１９，５６７千円、収益的支出４１４，５８２千円、資本的収入１０，９７２千円

及び資本的支出３６，７０３千円の予定額となっております。 

 議案第２８号 平成２５年度筑前町工業用地造成事業特別会計予算につきまして

は、予算総額１，７３７千円、前年比１２６．７６％の増で、９７１千円の増額とな

っています。 

 なお、議案第２１号から議案第２８号につきましては、今会期中に設置されます予

算審査特別委員会で十分なご審議を賜りたいと存じます。 

 また、今会期中に追加議案の上程を予定していますので、このことにつきましても

よろしくお願いいたします。 

 以上、開会にあたりましてのあいさつと議案の提案理由の説明とさせていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

 議  長  町長の提案理由の説明が終わりました。 

 日程第４  

 議  長  日程第４ 同意第１号「筑前町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求

めることについて」を、議題とします。 

 説明を求めます。 

総務課長 

 総務課長  議案書の３ページをお開きいただきたいと思います。 

 同意第１号「筑前町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることに

ついて」 

 筑前町固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任したいので、地方税法第４２３

条第３項の規定により、議会の同意を求める。 

 本日付提出、町長名でございます。 

氏  名  焼山康弘 

住  所  福岡県朝倉郡筑前町曽根田 

 提案理由、固定資産評価審査委員会委員である浦山忠邦氏が、平成２５年３月３１

日をもって任期満了となるため、その後任として選任しようとするものでございま

す。 

 別紙で、同意第１号の参考資料として、経歴書を差し上げていると思います。ご参

照をいただきたいと思います。以上でございます。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑がないようです。 

 これから、討論を省き、採決したいと思います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認めます。 
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 同意第１号「筑前町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることに

ついて」を、採決します。 

 同意第１号は、これに同意することに賛成の方は、挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、同意第１号「筑前町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を

求めることについて」は、同意することに決定しました。 

 日程第５  

 議  長  日程第５ 報告第１号「専決処分の報告について」を、議題とします。 

 報告を求めます。 

建設課長 

 建設課長  議案書の４ページをお開きください。 

 報告第１号「専決処分の報告について」 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条

第２項の規定により報告する。 

 本日付で、町長名です。 

 提案理由、筑前町曽根田の町道三箇山開発線の落石により、通行中の自動車が損害

を受けたことについて、被害者の受けた損害を賠償するにあたり和解を締結する必要

が生じたが、町議会を招集する時間的余裕がなかったため、専決処分したものです。 

 次の５ページをお開きください。  

 平成２５年専決第２号、専決処分書。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、下記のとおり専決処分する。 

 平成２５年２月１２日、町長名。 

 事故名    落石による車両事故の損害賠償 

 事故発生日  平成２５年１月１０日 

 事故の概要  平成２５年１月１０日午前５時５０分頃、筑前町曽根田１４１－２

９地先（夜須高原カントリークラブ付近）路上において、町が管理している法面上部

より落石が発生し、被害者が運転する車両前方道路に落石したことにより、落石を車

両に巻き込み、車両損傷及び変形が発生した。損害賠償額２７９，５０６円。以上で

ございます。 

 議  長  報告が終わりました。 

 これから、質疑を行います。  

金子議員 

 金子議員   私どもも含めて町民の方もですね、町県道沿いに山とか持っておるわけでございま

す。そういうことから参考までに質問をしますけど、この場合、人災的なものよりか

ですね、天災に非常に近い災害ではなかろうかと思うわけですね。 

 それで、これの判断ですね、警察であって交通事故と捉えたのか、その他で何か要

望があっての弁護士さん同士の話し合いでこういうふうな結果になったのかですね、

その点、これは交通事故なのか、どっちかなというような、私たちはよく分からない

わけでございます。  

 そこのところの説明を求めます。 

 議  長  建設課長 

 建設課長  お答えいたします。 

 この場所がですね、法部が２０ｍと、かなり高い山の法面の部分でございましたの

で、一応町のほうの管理区域の中から落石ということでですね、事故が起きた後ご本

人さんが町のほうにご相談に見えましたものですから、その中で原因的には自然的に
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法面のほうからですね、落石があったものによるということで、保険会社と町との協

議の中で保険対象となったものと思っております。以上でございます。 

 議  長  金子議員 

 金子議員  ちょっと、よくですね。 

 これは、じゃあ一般の他の場所においてもですね、例えば落石、倒木、そういうこ

とがやはり山間部においては、特に発生する恐れがあるんじゃないかなと思った場

合、じゃあ、たまたま落石したところが町の管理下にあった、これが個人的なところ

であったりした場合に、法的にはどうなのか。その法的なところをちょっとお尋ねし

たかったわけです。 

 これは、当然そういう状態であったと思いますけどですね、倒木に対して車が突っ

込んだとかですね、そこのところの交通事故的な判断をするのか、法的にはどういう

ところでこれを保障せざるを得なくなったのか、というところをご説明願いたいと思

います。 

 議  長  総務課長 

 総務課長  私のほうから、分かっている範囲でお答えをしたいと思いますけれども。 

 今、建設課長が申し上げましたように、被害を受けた方が町に相談にみえたという

ことで、建設課のほうで現場確認をしていただいてですね、法面からやっぱり崩落を

しているという事実があって、そこにちょうど巻き込んでしまったということで、当

然、町のほうはですね、全国町村会の総合賠償補償保険に加入しておりますけれども、

こちらの保険会社がそのことを認めましたからですね、町の管理地からの石の崩落で

あると。 

 これが争点になれば当然裁判ということになったと思いますけれども、保険会社の

ほうが「当然でしょう」と、町の管理下にある道路からの、管理地からの石の崩落に

よる事故であるということで、町に責任があるということで、町は一切お金を出して

おりませんけれども。 

 これが先ほど言いましたように、損害補償会社が、いや、これは出せませんよとい

うことになればですね、当然、向うと町との裁判ということでですね、決着をしなけ

ればならなかったというふうに考えておるところでございます。以上でございます。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  落石がした法面、多分その後形状が変わって、さらなる落石も心配されるんですが、

その辺の補修というか修復はどうなっているんでしょうか。 

 議  長  建設課長 

 建設課長  お答えいたします。 

修復と言いますか、現地を調査したところですね、法面のどこの部分から落ちてき

たかが分からないような状況でございました。やっぱり長い時間の中で浸食されてで

すね、たまたま５０㎝ぐらいの大きなものが落ちてきたということで、方策として、

それをどうできるかということにつきましては、それこそ常日頃定期的に、重点的に、

今まで４、５年は落石はなかったということを聞いておりますが、パトロール等をし

て、今、現場には落石注意の看板等を設置しておりますけど、状況を見守っていきた

いというふうに思っております。 

 議  長  他にございませんか。 

 これで、質疑を終わります。 

 これで、報告第１号「専決処分の報告について」の報告を終わります。 

 日程第６  

 議  長  日程第６ 承認第１号「専決処分を報告し、承認を求めることについて」を、議題

とします。 



10 

 

 説明を求めます。 

建設課長 

 建設課長  議案書の６ページをお開きください。 

 承認第１号「専決処分を報告し、承認を求めることについて」 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条

第３項の規定により報告し、承認を求める。 

 本日付で、町長名です。 

 提案理由、南北線道路改良工事を施工するにあたり、工事内容の変更に伴う工事請

負契約の変更をする必要が生じたが、町議会を招集する時間的余裕がなかったため、

専決処分したものであります。 

 次の７ページをお開きください。 

 平成２５年専決第１号、専決処分書。 

 平成２４年７月２日付け第３７号議案をもって議決された南北線道路改良工事請

負契約の締結に係る議決内容の一部を別添のように専決処分する。 

 平成２５年１月２３日、町長名。 

 次の８ページ目の工事請負契約の内容を説明します。 

工事名    南北線道路改良工事 

工事箇所   筑前町下高場・大久保 地内 

工事変更概要 別表のとおり 

工期     平成２４年７月３日から平成２５年１月２８日まで 

工事請負人  従前の請負業者である株式会社 平田組 筑前支店です。 

契約の方法  変更後 随意契約です。 

請負契約額  変更前 消費税込額 ５０，７１５，０００円 

       変更後 消費税込額 ５８，１８９，９５０円です。 

別表、工種、変更前、変更後。 

 Ｌ型擁壁工、Ｌ＝０ｍ、Ｌ＝６２ｍ。 

 排水工、Ｌ＝６２７ｍ、Ｌ＝７２７ｍ。 

 舗装工、Ａ＝４，５３０㎡、Ａ＝５，０８１㎡でございます。以上でございます。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。  

一木議員 

 一木議員  変更ということでございますけれども、Ｌ型擁壁工ですね、６２ｍ。 

 なぜＬ型擁壁工がこのように追加工事になったのか、ということがよく分かりませ

ん。本来ならば当初計画の設計の段階でですね、こういった計画をなされておかなけ

ればいけなかったものじゃないかな、というふうにも考えるわけでございますけれど

も、変更になった原因等を尐し説明を求めたいと思います。 

 議  長  建設課長 

 建設課長  お答えいたします。 

 １つはですね、２４年度と２５年度の区間の取り付け部分で、一定の盛り土区間と

言いますか、そういうところがありまして、自然てん圧しながらですね、次年度の安

定した工事に繋げるということで、Ｌ型擁壁と盛り土部分のセットということでです

ね、そういう部分で事業推進に向けて変更になったものでございます。以上でござい

ます。 

 議  長  他に。 

 これで、質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。  
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 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。  

 これから、承認第１号「専決処分を報告し、承認を求めることについて」を、採決

します。 

 本件は、承認することに賛成の方は、挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、承認第１号「専決処分を報告し、承認を求めることについて」は、承

認することに決定いたしました。 

日程第７～ 

日程第２６ 

 

 議  長  会議規則第３５条の規定により、日程第７から日程第２６までを一括議題としま

す。 

 お諮りします。 

 一括議題とした日程第７ 議案第１号から日程第２６ 議案第２０号までは、議案

の説明のみ行いたいと思います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認めます。 

 それでは、順次議案の説明を求めます。 

総務課長 

 総務課長  議案書の９ページでございます。 

 議案第１号 「福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増減

及び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更について」 

 地方自治法第２８６条第１項の規定により、平成２５年３月３１日限り福岡県市町

村職員退職手当組合から田川地区清掃施設組合及び福岡県市町村災害共済基金組合

を脱退させ、平成２５年４月１日から福岡県市町村職員退職手当組合に下田川清掃施

設組合を加入させるとともに、福岡県市町村職員退職手当組合の規約を別紙のとおり

変更する。 

 本日付提出、町長名でございます。  

 提案理由でございます。 

 田川地区清掃施設組合が常勤の職員に対する退職手当の支給に関する事務を共同

処理する必要がなくなり、及び福岡県市町村災害共済基金組合が解散するため、平成

２５年３月３１日限り、福岡県市町村職員退職手当組合を脱退すること並びに平成２

５年４月１日から下田川清掃施設組合が福岡県市町村職員退職手当組合に加入する

ことなどに伴い、福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数を増減

し、福岡県市町村職員退職手当組合規約を変更する必要が生じたため、地方自治法第

２９０条の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 １０ページが改正する規約でございますけれども、お手元に差し上げております新

旧対照表のほうで説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、規約のほうでございますけれども、規約のほうにですね、第１８条でござい

ます。加入及び脱退のところでございますが、「及び組合を組織する２つ以上の一部

事務組合」とございますけれども、まず、「及び」のところは、「、」で「組合を組織

する」というふうに、今回変更でございます。 

 さらに「２つ以上」というところが変わっておりますけれども、今回の加入、脱退

の方式が尐し特例でございまして、田川地区清掃組合そのものは残ります。しかし、
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田川地区清掃組合には退職手当組合に加入する正規職員がいないという組織でござ

いまして、この田川地区の清掃組合から分離して新しく下田川清掃組合というのがで

きますから、この条文であると該当しないようになるために、「２つ以上」を消して、

今回規約改正をするというものでございます。 

 後については、接続詞の関係でございますので、省略をさせていただきたいと思い

ます。 

 続きまして、下の別表第１でございます。 

 朝倉郡のところで下線がございます。「甘木朝倉広域市町村圏事務組合」がござい

ますけれども、改正案は「甘木・」が入っております。 

 正式名称は、この「中黒」と言うそうですけれども、これが入ったものが正式名称

ということで、今回このように改正をされるところでございます。 

 それから、田川郡で「田川地区清掃施設組合」、これが削除いたしまして、左側「下

田川清掃施設組合」が加入をするということでございます。 

 それから、その他の欄の２行目でございますが、福岡県市町村災害共済基金組合、

これが３月３１日で解散をいたしますので、これを削除をするということでございま

す。 

 以上、説明を終わりたいと思います。 

 議  長  下水道課長 

下水道課長  議案第２号の説明をいたします。 

 議案書の１１ページをお開きください。 

 議案第２号「下水道の排水協定について」 

 標記について、別紙のとおり議会の議決を求める。 

 本日付、町長名でございます。 

 提案理由、下水道事業の円滑な運営のため、筑紫野市と筑前町及び大刀洗町と筑前

町との間で、下水道の排水協定を締結しているが、平成２５年３月３１日をもって期

限切れとなるので、更新のため地方自治法第２４４条の３第３項の規定により、議会

の議決を求めるものである。  

 提案の理由につきましては、全員協議会において説明をしておりますので、簡潔に

述べさせていただきます。 

 排水協定を締結する理由につきましては、隣接する自治体の下水道管路施設を相互

に利用して、自己の区域の汚水を排出させるもので、地方自治法第２４４条の３に基

づき関係自治体と協議を行い、下水道の排水協定を結ぶものです。 

 筑紫野市及び大刀洗町との下水道の排水協定が本年３月３１日で期限切れとなる

ため、更新のため、今議会で議会の議決を求めるものです。 

 筑紫野市と筑前町との下水道の排水に係る協定について、説明いたします。 

 現協定からの改正箇所のみを説明いたします。 

議案書の１２ページをお開きください。 

 第１条の排水する区域について、すでに隣接する区域の接続が完了している区域を

除くもので、今後開発あるいは新築等によって接続が想定される区域としたものでご

ざいます。 

 続きまして、議案書の１３ページをお開きください。 

 第７条の期間について、現協定では排水協定の期間を５年間と定めていますが、筑

紫野市との協議により、「施設の用途廃止を決定するまでの期間」としております。 

 続きまして、大刀洗町との下水道の排水協定について、説明をいたします。 

 協定を結ぶ理由につきましては、先ほどと同じ内容でございますので、省略させて

いただきます。 
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 大刀洗町との排水協定についても、両町の協議により一部協定の改正を行っており

ます。 

 改正した内容について、説明させていただきます。 

 議案書の１４ページをお開きください。 

 第１条の排水区域について、大刀洗町からの接続箇所はなく、筑前町原地蔵の一部

の区域としております。 

 第７条の期間について、現協定期間の５年間を大刀洗町との協議により、「下水道

管渠の用途廃止をするまで」としております。 

 以上で、下水道の排水協定についての説明を終わります。 

 議  長  総務課長 

 総務課長  議案書の１６ページでございます。 

 議案第３号「筑前町行政区画審議委員会条例を廃止する条例及び筑前町附属機関に

関する条例の一部を改正する条例の制定について」 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日付、町長名でございます。 

 提案理由、筑前町行政区画審議委員会については、かつて区画整理を想定し設置さ

れた委員会であったが、区画整理事業を実施する予定がないことから本委員会条例を

廃止し、関係条例の一部を改正する必要が生じた。これが、この条例案を提案する理

由でございます。 

 次の１７ページをお開きいただきたいと思います。 

 第１条で、「筑前町行政区画審議委員会条例を廃止する」ということでございます。 

 第２条で、筑前町附属機関に関する条例の一部改正でございまして、下の表でござ

います。 

 別表でございますけれども、「筑前町行政区画審議委員会」を削除するものでござ

います。 

 続きまして、１８ページ、議案第４号でございます。 

 「筑前町特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例の制定について」 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日付、町長名。 

 提案理由、筑前町行政区画審議委員会の廃止及び筑前町鳥獣被害対策実施隊の新た

な設置並びに筑前町自治公民館長報酬額を改定するため、本条例の一部を改正する必

要が生じた。これが、この条例案を提出する理由でございます。 

 １９ページをお開きいただきたいと思います。 

 別表第１でございます。 

 現行で、「行政区画審議委員会」がございますけれども、これが削除でございます。 

 新たに改正案のほうで、「鳥獣被害対策実施隊」を加えるものでございまして、隊

員 日額３千円でございます。 

 さらに、一番下段でございますけれども、自治公民館長が年額２４，５００円でご

ざいますけれども、自治公民館長報酬は、日額３千円に改正するものでございます。 

 施行日は、２５年４月１日からでございます。 

 続きまして、議案書の２０ページでございます。 

 議案第５号「筑前町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

等の一部を改正する条例の制定について」 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日付、町長名でございます。 
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 提案理由でございます。 

 障害者自立支援法の題名が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律と改正されたことに伴い、関係条例の一部を改正する必要が生じた。これが、

この条例案を提出する理由でございます。 

 ２１ページからでございます。 

 それぞれ第１条、第２条、第３条でございますが、第１条が、筑前町議会の議員そ

の他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例でございます。 

 そこに現行ございます、「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律」に改正するものでございます。 

 続きまして、第２条でございます。 

 筑前町重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例でございます

が、第１３条中にございます「障害者自立支援法」を、先ほどと同様に改正をするも

のでございます。 

 それから、２１ページの下段のほうにございますが、第１項を、改正では第１号に

改正しておりますけれども、当初に策定をいたしましたときに、１項と１号の取り違

えをしておりましたので、今回見つけておりますので、１号に改正するものでござい

ます。 

 続けて、第３条でございます。 

 筑前町障害程度区分認定審査会委員の定数に関する条例の一部を次のように改正

する。 

 第１条でございまして、ここでも第１条で出てまいります「障害者自立支援法」を

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改正するもので

ございます。 

 施行日は、２５年４月１日からでございます。 

 以上で、説明を終わります。 

 議  長  農林商工課長 

農林商工課長  議案書の２３ページをお願いいたします。 

 議案第６号「筑前町分担金徴収条例の一部を改正する条例の制定について」 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日付、町長名でございます。 

 提案理由、ため池整備事業には、県営事業とそれ以外の事業とがあるが、県営事業

については工事費が高額であるため、受益者負担軽減を目的として分担区分を変更し

てきた経緯があり、県営事業については、今後とも受益者負担軽減を図る必要性があ

ることから、現行のため池整備事業を県営事業とそれ以外の事業とに工種を区分し、

その分担区分を変更することについて、議会の議決を求めるものでございます。 

 ２４ページをお願いいたします。 

 筑前町分担金徴収条例の一部を改正する条例で、筑前町分担金徴収条例（平成１７

年筑前町条例第１０３号）の一部を次のように改正する。 

 改正案を申し上げます。 

 別表２、農業土木事業で、工種のところに、「ため池整備事業（県営事業）」を追加

し、分担区分を町７０％、受益者３０％とし、また、従来からのため池整備事業につ

きましては、「（県営事業を除く）」を挿入し、分担区分を町５０％、受益者５０％に

するものでございます。 

 附則といたしまして、この条例は、平成２５年４月１日から施行する。以上でござ

います。 

 議  長  こども課長 
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こども課長  議案書の２５ページをお願いします。 

 議案第７号「筑前町保育所条例の一部を改正する条例の制定について」 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日付、町長名でございます。 

 提案理由、平成２５年４月１日から篠隈保育所を民営化することに伴い、本条例の

一部を改正する必要がある。これが、この条例案を提出する理由でございます。 

 次、２６ページをお願いいたします。 

 現行と改正案の比較表でございます。 

 改正の内容は、篠隈保育所の民営化により、第２条の篠隈保育所欄を削除すること、

及びこれと一連の関係で、第８条第２項の「篠隈保育所の管理を指定管理者に行わせ

るものとする」という条文を削除するものでございます。 

 この条例は、平成２５年４月１日からの施行でございます。以上です。 

 議  長  健康課長 

 健康課長  議案書の２７ページをお願いしたいと思います。 

 議案第８号「筑前町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について」 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日付、町長名でございます。 

 提案理由、新型インフルエンザ等対策特別措置法第３７条の規定により、同法が施

行される日までに、本町においても、新型インフルエンザ等対策本部に関する条例を

制定する必要がある。これが、この条例案を提出する理由でございます。 

 条例について、説明いたします。 

 ２８ページをお願いしたいと思います。 

 この条例につきましては、第１条の目的にも書いておりますが、新型インフルエン

ザ等対策特別措置法に基づき制定するものでございます。 

 次に、第２条につきましては、本部長を中心とした組織と任命の方法について、規

定しています。 

 第３条につきましては、会議の招集と町の職員等以外の出席を求めることの規定で

あります。 

 第４条は、部の設置について、規定しています。 

 この条例は、まだ国、県等の行動計画等ガイドラインが法に沿っての改定中でござ

いまして、町の行動計画は、県の行動計画を受けて作成することになりますので、具

体的な計画があっての条例制定ではございませんが、新型インフルエンザ等がいつ流

行するか分かりませんし、法の中に市町村の対策本部長の責務が規定されております

ので、法の施行前に制定しておく必要があり、法の施行日から施行したいと考えてお

ります。以上です。 

 議  長  人権・同和対策室長 

人権・同和対

策室長 

 続きまして、議案書の２９ページをお願いいたします。 

 議案第９号「筑前町人権施策推進審議会設置条例等の一部を改正する条例の制定に

ついて」 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日付、町長名でございます。 

 提案理由、地方自治法第１３８条の４第３項に規定します附属機関について、法令

により定めがある場合を除き、町議会の議員は参画しないものとすることに伴い、関

係条例の一部を改正する必要がある。これが、この条例案を提出する理由でございま

す。 

 次の３０ページをお願いいたします。 
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 まず第１条でございます。筑前町人権施策推進審議会設置条例でございます。 

 委員の中から第１号「町議会議員」を削りまして、第２号から第５号を１号ずつ繰

り上げるものでございます。 

 続きまして、第２条、筑前町環境審議会条例の一部の改正でございます。 

 第３条で、まず、「１２人以内の委員」というのを「１０人以内」ということに、

人数を変更いたします。 

そして、第１号の「町議会議員２人以内」というのを削りまして、第２号から第４

号を１号ずつ繰り上げるものでございます。 

 第４条につきましては、それに伴います号番号の整理でございます。 

 併せまして、第８条につきましては、今回の改正に合わせまして条文を整理するも

のでございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 第３条、筑前町自然環境保全条例でございます。 

 こちらは、「町議会議員」を「町の住民」というものに改めるものでございます。 

 附則といたしまして、この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

 ただし、筑前町人権施策推進審議会設置条例につきましては、平成２５年７月１日

から施行する。 

 この部分につきましては、現在の任期が６月３０日まであるためでございます。以

上でございます。 

 議  長  建設課長 

 建設課長  議案書の３２ページをお開きください。 

 議案第１０号「筑前町準用河川に設ける河川管理施設等の構造の技術的基準に関す

る条例の制定について」 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 平成２５年３月５日、町長名。 

 提案理由です。 

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律の施行に伴い、河川法が一部改正され、準用河川に設ける河川管理施設

等の構造の技術的基準について、政令で定める基準を参酌して条例で定めることとな

ったため、本条例を制定する必要がある。これが、この条例案を提出する理由であり

ます。 

 ３３ページをお開きください。 

 筑前町準用河川に設ける河川管理施設等の構造の技術的基準に関する条例であり

ますが、第１章の総則から第９章の雑則まで、６５条にわたり条文を定めています。 

 まず、第１条の趣旨ですが、本町には、準用河川が５本あります。梅川、長音寺川、

折口川、谷川、太刀洗川、総延長約８㎞でございます。 

 この準用河川について、河川管理上必要とされる技術的基準を定めると謳っている

ところであります。  

 第２章 堤防から４４ページの第８章 伏せ越しにつきましては、それぞれの技術

的基準を謳っているところであります。現行の法律に準拠し定めたものであり、運用

に関しては、今までとは変わりありませんので、詳細な説明については省略させてい

ただきますが、４５ページに附則として、この条例は、公布の日から施行すると定め

ております。 

 以上で、議案第１０号の説明を終わります。 

 続きまして、４６ページをお開けください。 

 議案第１１号について、でございます。 
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 「筑前町町道の構造の技術的基準に関する条例の制定について」 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 平成２５年３月５日、町長名です。 

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律の施行に伴い、道路法が一部改正され、道路の構造の技術的基準につい

て、政令で定める基準を参酌して条例で定めることとなったため、本条例を制定する

必要がある。これが、この条例案を提出する理由であります。 

 次のページ、４７ページをお開きください。 

 筑前町町道の構造の技術的基準に関する条例でありますが、第１条、趣旨から６０

ページの第４４条、歩行者専用道路まで、４４条にわたり条文を定めております。 

 第１条の趣旨におきましては、本町には町道の１、２級、その他も併せて１，２９

５路線、延長にして４６２㎞ありますが、この路線の道路構造の技術的基準を本条に

おいて定める旨を謳っているところであります。 

 具体的な技術基準につきましては、（車線等）、第５条から（歩行者専用道路）、第

４４条までの条文に定めております。 

 この技術的基準は、今まで制定されていた法律及び県条例に準拠して、今回条例と

して定めるものであります。 

 一部変更した条文のみを説明いたします。 

 ５４ページをお開きください。 

 （縦断勾配）ですが、次のページの第２３条第２項において、自転車歩行者道又は

歩道の縦断勾配は、５％以下を標準とする基準を定めています。 

 また、５６ページ、（舗装）、第２６条第３項においては、地域及び沿道の土地利用

の状況を勘案して必要がある場合においては、雤水を道路の路面下に円滑に浸透させ

ることができる構造とする基準を定めております。 

 続いて、（横断勾配）、第２７条第２項においては、歩道又は自転車道等には１％以

下を標準とする基準を定めております。 

 以上、運用に関しては一部を除き、前議案と同様今までと変わりありませんので、

逐次条ごとの説明は省略させていただきますが、６１ページに附則として、この条例

は、公布の日から施行すると定めております。 

 以上で、議案第１１号の説明を終わります。 

 議  長  環境防災課長 

環境防災課長  それでは、議案第１２号について、説明をさせていただきます。 

 議案書の６２ページをお開きください。 

 議案第１２号「筑前町町道に設ける道路標識の寸法に関する条例の制定について」 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。  

 本日付、町長名。 

 提案理由、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法

律の整備に関する法律により道路法の一部が改正されたことに伴い、道路標識の技術

的基準を定める必要がある。これが、条例案を提出する理由でございます。 

 次の６３ページをお開きください。 

 この条例の制定につきましては、第１条で述べておりますように、道路法第４５条

第３項の規定に基づき、町道に設ける道路標識のうち内閣府令・国土交通省令で定め

るものの寸法に関し必要な事項を、第２条において規則で定めることとした条例でご

ざいます。 

 規則で定める道路標識の寸法につきましては今までどおりでございますが、町道の

構造を保全し、または交通の安全と円滑を図る観点から、やむを得ない場合は案内標
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識及び警戒標識などの一部の寸法について、２分の１まで縮小することができるとし

ております。 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

 以上で、説明を終わります。 

 休  憩  

 議  長  ここで、休憩をいたします。 

 １１時より再開いたします。 

 （１０：５０） 

 再  開  

 議  長  休憩前に引き続き、会議を再開します。 

 （１１：００） 

 議  長  都市計画課長 

都市計画課長  議案書の６４ページをお開きください。 

 議案第１３号「筑前町都市公園条例の一部を改正する条例の制定について」 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日付、町長名でございます。 

 提案理由でございます。 

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律の施行に伴い、都市公園法が一部改正され、都市公園の設置基準及び公

園施設の設置基準について条例で定めることになった。これが、この条例案を提出す

る理由でございます。 

 条例の一部を改正する条例は、６５ページから６７ページです。 

 まず、条例の一部改正の概要について、ご説明を申し上げます。 

 今回上程する案件は、いわゆる「第２次地域自主性一括法」によって、「都市公園

法」が一部改正され、これまで一律に定められていた町が都市公園を設置する場合に

おける「都市公園の設置基準」については、政令で定める都市公園の配置及び規模に

関する技術的基準を参酌して、条例で定める基準に適合するように行うこととする。

また、公園施設の設置基準については、１の都市公園に都市公園施設として設けられ

る建築物の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、１００分の２

を参酌して、当該都市公園を設置する町の条例で定める割合を超えてはならない。た

だし、動物園を設置する場合、その他、政令で定める特別の場合においては、政令で

定める範囲を参酌して、町が条例で定める範囲内でこれを超えることができると定め

られました。 

 このため、本町の都市公園条例の「公園の設置、区域の変更及び廃止」を定めた第

３条の次に、新たに第３条の２に、「公園の配置及び規模に関する技術的基準」を、

また、６６ページ後段の第３条の３に、「公園施設の設置基準」をそれぞれ定めよう

とするものでございます。 

 それでは、６５ページの筑前町都市公園条例の一部を改正する条例の新旧対照表を

お開きください。 

 まず、第３条の２第１号には、筑前町の町民１人当たりの都市公園の敷地面積の標

準を、１０㎡以上、また、市街地、すなわち用途地域に設置する筑前町の町民１人当

たりの都市公園の敷地面積の標準を、５㎡以上と定めました。 

 これは、参酌基準に掲げられている町民１人当たりの都市公園面積は、都市公園を

設置する際の目安として設定されているものであるために、今後も参酌基準数値を町

の目標数値として条例に採用して、町内における都市公園面積のさらなる増加と良好

な住環境の実現を目指すものでございます。 
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 次に、第２号には、町が公園を設置する場合においては、公園の設置目的ごとの特

質に応じて、町における公園の分布の均衡を図りながら、防火、避難等災害の防止に

資するように考慮するほか、公園の規模は、第２号アの街区公園は０．２５ｈａ、イ

の近隣公園は２ｈａ、ウの地区公園は４ｈａと、いずれも政令で定める参酌基準を町

の標準面積と定めております。 

 また、エの休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とす

る公園においては、それぞれの利用目的に応じて公園の機能を十分に発揮することが

できるように、その敷地面積を定めることを規定をしております。 

 ６６ページの中段、第３号には、前号アからエまでに掲げる公園以外の公園を設置

する場合、それぞれの設置目的に応じて公園としての機能を十分に発揮できるように

配置し、その敷地面積を定めることを、規定をいたしております。 

 最後に、第３条の３、公園施設の設置基準です。 

 法第４条第１項本文に、１の都市公園に公園施設として設けられる建築物の総計の

当該都市公園の敷地面積に対する割合は、１００分の２を参酌基準として、町が条例

で定める割合を超えてはならないと規定されましたので、町が条例で定める割合に

は、この参酌基準と同じ１００分の２を採用いたしております。 

 また、第２項から次ページの第５項には、法第４条第１項、後段ただし書きに、動

物園を設ける場合、その他、政令で定める特別の場合においては、政令で定める範囲

を参酌して町が条例で定める範囲内で、これを超えることができると規定されたこと

によりまして、条例第３条の３第２項には、休養施設、運動施設及び教養施設を設け

るなど、政令で定める特別の場合には１００分の１０を限度として、第３項には、前

号の休養施設又は教養施設である建築物のうち国宝・文化財施設などに該当する施設

を設ける場合には１００分の２０、第４項には、屋根付の広場及び屋根付野外劇場な

どを設ける場合には１００分の１０、第５項には、臨時の仮設公園施設を設ける場合

には１００分の２を限度とする旨を、それぞれ定めておるところでございます。 

 次に、議案第１４号「筑前町高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な特

定公園施設の設置の基準に関する条例の制定について」 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日付、町長名でございます。 

 提案理由です。 

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律の施行に伴い、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律」が一部改正され、特定公園施設の設置基準について条例で定めることとなった。

これが、この条例案を提出する理由でございます。 

 新たに制定する条例案は、６９ページから７４ページでございます。 

 まず、本条例制定の趣旨について、ご説明を申し上げます。 

 今回上程する案件も、いわゆる「第２次地域自主性一括法」によって、「高齢者、

障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」、通称「バリアフリー新法」が一部

改正され、主に高齢者や障がい者の方々が利用する特定公園施設を町が設置する場合

において、出入口、園路の幅及び手すりやスロープなど、利用者の安全確保に必要な

施設の整備基準について、国土交通省令で定める基準を参酌して条例で定めるもので

ございます。 

 次に、条例制定に向けての基本的な考え方について、ご説明を申し上げます。 

 現在、町が公園を整備する場合には、省令及びガイドラインで定める整備基準と、

福岡県福祉のまちづくり条例施行規則で定める整備基準の両基準に則った公園整備

を行っております。 
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 そこで、これまでの都市公園整備水準を継続するためには、特定公園施設について

も両基準を満たす条例を制定する必要があります。 

 このため整備基準が異なる部分については、高齢者や障がい者の方々に安全、快適

に公園を利用していただけるように、省令及びガイドラインと比較して、より高度な

安全性を求めた福岡県福祉のまちづくり条例施行規則で定める整備基準を本条例に

採用いたしております。 

 それでは、新たに制定する条例に内容について、ご説明を申し上げます。 

 ６９ページの第１条でございます。 

 まず、第１条に条例の趣旨を定めております。その趣旨については冒頭でご説明を

申し上げました。 

 次に、第２条に定義といたしまして、この条例における用語の意義について定めて

おります。 

 この条例では、移動等の円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する整備基

準を定めますが、特定公園施設は、法第２条第１３号に定義をされておりまして、具

体的には、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、施行令第３条に

掲げられている１２種類の施設を指しております。 

 １つには園路及び広場、２つ目に屋根付の広場、３つ目に休憩所、４つ目に野外劇

場、５つ目に野外音楽堂、６つ目に駐車場、７つ目に便所、８つ目に水飲み場、９つ

目に手洗い場、１０番目に管理事務所、１１番目に掲示板、１２番目に標識、以上の

１２種類を指しております。 

 この条例では、この１２区分を関係する特定公園施設ごとに整理統合をして、第３

条の（園路及び広場）から、７１ページの第４条に（屋根付広場）、７２ページの第

５条に（休憩所及び管理事務所）と第６条に（野外劇場及び野外音楽堂）、７３ペー

ジの第７条に（駐車場）、７４ページの８条、９条及び７５ページの第１０条に（便

所）、第１１条に（水飲み場及び手洗い場）、１２条に（掲示板及び標識）と、それぞ

れの施設ごとに整備基準を定めました。 

 なお前述いたしましたように、省令及びガイドラインで定める整備基準と福岡県福

祉のまちづくり条例施行規則で定める整備基準が異なる部分については、高齢者や障

がい者の方々に安全・快適に都市公園を利用していただけるように、より高位の安全

性を求めた福岡県福祉のまちづくり条例施行規則で定める整備基準を採用いたして

おります。 

 例えば６９ページの最下段に記載しております第３条第２号のエには、通路の縦断

勾配基準を定めておりますけれども、省令には、縦断勾配は５％以下とすると定めら

れておりますけれども、本条例では、県施行規則の整備基準を採用いたしまして、縦

断勾配を４％に制限し、縦断勾配が５０ｍ以上続く場合は、途中に１５０㎝以上の水

平部分を設けること、以下、記載のとおりに、やむを得ず４％を超える場合の諸条件

を、記載をしておるところでございます。 

 また、７０ページのキ、通路に設ける排水施設の仕様、クの縁石の仕様及びケの危

険防止落下用の縁石の高さも同様に、省令及びガイドラインの上乗せ基準として定め

ております。 

 他にも、階段の踏面の仕様、それから階段の立ち上がりの寸法と仕様、それから、

傾斜路の勾配と手すりの形状、通路の縦断勾配、車椅子使用者の駐車場の位置、それ

から便所、便房の仕様などにつきましても、省令またはガイドラインの基準に上乗せ

した整備基準を定めて、高齢者や障がい者の方々に安全、快適に都市公園を利用して

いただけるような配慮を行っているところでございます。 

 以上で、説明を終わります。 
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 議  長  財政課長 

 財政課長  議案書の７７ページをお願いいたします。 

 議案第１５号「平成２４年度筑前町一般会計補正予算（第７号）について」 

 平成２４年度筑前町一般会計補正予算（第７号）を別冊のとおり提出する。 

 本日付、町長名でございます。 

 別冊の平成２４年度筑前町一般会計補正予算（第７号）をお願いいたします。 

 １ページをお願いいたします。 

 平成２４年度筑前町の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６１，６１８千円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２，１３０，２３７千円とする。 

 ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 第２条、地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 第３条、地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用する

ことができる経費は、「第３表 繰越明許費」による。 

 今回の補正予算（第７号）につきましては、事業費の精査あるいは決算見込額、あ

るいは事業費が確定したものなどによる減額補正でございます。 

 これらにつきましては、今回の説明の中では減額率の大きいもの、あるいは特徴的

なものを除いて説明は省略をさせていただきます。 

 また、各款に報酬、給与、職員手当、共済費等について減額がございますけれども、

その総額につきましては、２８，１４０千円の減額補正でございます。 

 それで、それぞれの款ごとのこれらの部分についての説明は省略をさせていただき

ます。 

 では早速、歳出の事項別明細書を説明申し上げますので、１６ページをお願いいた

したいと思います。 

 １６ページ、１款の議会費から１７ページ、２款１項７目の財産管理費までにつき

ましては、説明を省略させていただきます。 

 ８目の財政調整基金費から１８ページ、１９目のそったく基金費、利子の積立につ

きましては、基金運用利子の増額が認められるために増額補正をするものでございま

す。 

 また、１７ページの１２目公共施設等整備基金費の元本につきましては、町有地の

売払い予定分を積み立てるものでございます。 

 １８ページ、２１目企画費につきましては、説明は省略させていただきます。 

 １９ページ、２２目の平和記念館費の１３節委託料でございます。これにつきまし

ては、企画展を自前開催をする回数が増えました関係で、委託でお願いをしておった

部分が減額になった減額補正でございます。 

 それから、２５目コミュニティ推進費の１９節負担金補助及び交付金の宝くじコミ

ュニティ助成金につきましては、事業申請がなかったために減額補正するものでござ

います。 

 ２７目男女共同参画推進費から２３ページ、老人福祉費までにつきましては、説明

は省略をさせていただきます。 

 ２３ページの６目障害者福祉費でございますけれども、２０節扶助費、自立支援給

付費につきましては、主に生活介護、短期入所の給付減による減額補正でございます。 

 ７目重度障害者医療対策費と８目のひとり親家庭等医療対策費につきましては、説

明は省略させていただきます。 

 ２４ページ、１目児童福祉総務費の１３節委託料につきましては、学童保育所指導
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員の増によります増額補正でございます。 

 ４目美和みどり保育所費につきましては、説明を省略させていただきます。 

 ５目児童措置費、１３節委託料につきましては、運営費は増となりましたんですけ

れども、障害児童の入所がございませんでしたので、結果的に減額補正するものでご

ざいます。 

 ２５ページ、１目保健衛生総務費から２６ページ、４目の健康推進費までにつきま

しては、説明を省略させていただきます。 

 ５目の環境衛生費の上水道事業出資金と県南水道企業団出資金につきましては、国

の補正による事業の前倒しによる増額補正でございます。 

 それから、１目の農業委員会費と農業総務費につきましては、説明を省略させてい

ただきます。 

 ２７ページでございます。 

 ３目農業振興費、１９節の負担金補助及び交付金は、水田面積３０％以上増による

水田農業経営力強化事業補助金の増額補正でございまして、これにつきましては、す

べて県費からのトンネル事業でございます。全額県費でございます。 

 それから、同じ水田農業担い手機械導入支援事業補助金につきましては、事業の取

り下げや入札減による減額補正でございます。 

 また、環境保全型農業直接支払交付金につきましては、事業内容の変更に伴い、取

り組む面積の減による減額補正でございます。 

 それから、５目農地費と６目農業土木費につきましては、説明を省略させていただ

きます。 

 ７目そったく基金事業費、１９節の負担金補助及び交付金の直売所活性化事業補助

金につきましては、４つある直売所のうち２つの直売所が、この補助未活用による減

額補正でございます。 

 重点品目産地強化対策事業費補助金、それから雤よけハウス設置費補助金、また農

産物加工所設置費補助金につきましては、補助申請者の見込みから減額補正するもの

でございます。 

 それから２８ページ、３目の観光振興費につきましては、説明を省略させていただ

きます。 

 ４目の労働総務費につきましては、申請者の見込みの状況から減額補正するもので

ございます。 

 ７款１項１目の土木総務費から２９ページの２項６目のまちづくり交付金事業費

までにつきましては、説明を省略させていただきます。 

 １目の都市計画総務費の２８節操出金につきましては、公共下水道の使用料や負担

金が増加したことによって減額補正をするものでございます。 

 それから、５項の住宅費から３１ページ、９款５項三輪小学校費の１目学校管理費

までにつきましては、説明を省略させていただきます。 

 三輪小学校費の２目教育振興費でございますけれども、１５節工事請負費につきま

しては、通級指導教室開設に向けた改修費の増額補正でございます。 

 ３２ページ、６項夜須中学校費と７項三輪中学校費の１１節にそれぞれ、バスケッ

トコートラインの基準改正によりライン引きの増額補正をお願いをするもので、修繕

費を組んでおるものでございます。 

 ３３ページでございます。 

 ７項の三輪中学校費、２目から３６ページ、９項の文化財保護費までにつきまして

は説明を省略させていただきます。 

 １０款１項２目、現年発生災害復旧費でございますけれども、頭首工の工事増高に
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よる増額補正でございます。 

 ２項３目の工事請負費につきましては、道路工事の入札減による減額補正でござい

ます。 

 ４目の工事請負費につきましては、河川２本の設計増による増額補正でございま

す。 

 それから、１１款公債費につきましては、財源の組み替えでございます。 

 以上で、歳出の説明を終わります。 

 続いて、歳入の説明を行いますので、１０ページをお願いいたします。 

 ２款地方譲与税と３款利子割交付金につきましては、これまでの交付実績から推計

をし、減額補正をするものでございます。 

 それから、１３款１項５目、農林水産費分担金につきましては、暗渠排水事業の減

尐によるものでございます。 

 １０目災害復旧費分担金につきましては、補助率が増高されたことによる減額補正

でございます。 

 それから、２項３目民生費負担金につきましては、保育所の保育料でございますけ

れども、保護者の所得税等の階層の差による減額補正でございます。 

 それから、１１ページ、１４款１項２目の平和記念館入館料につきましては、入館

者の減による減額補正でございます。 

 １５款国庫支出金と、１２ページからの県支出金につきましては、それぞれの事業

確定や事業費減による増減の補正が主なものでございますけれども、１２ページの１

５款３項２目の中長期在留者居住地届出等事務委託金につきましては、昨年の７月、

外国人登録法が廃止をされまして、これに代わる新たな事業の事務の交付金でござい

ます。 

 １４ページ、１７款財産運用収入でございますけれども、各基金の利子の見込みで

増額補正をするものでございます。 

 また、財産売払収入は、未活用の町有地の売却収入を見込んでおりますものと、法

定外の公共物の用途廃止による払下げ収入でございます。この部分につきましては、

全額公共施設等整備基金に積み立てる予定でございます。 

 １９款繰入金につきましては、県補助金の増額やサマージャンボ交付金の交付を受

けたことによりまして、基金の取り崩し対象事業が減額になったことによって、その

財源確保ができましたことによって、基金の繰入額を減額補正するものでございま

す。 

 １５ページ、２１款諸収入につきましては、説明は省略させていただきます。 

 ２２款町債の公営企業債につきましては、上水道事業において、国の補正予算に伴

う事業の前倒しに伴う増額、それから住宅債につきましては、補助金の減額に伴いま

す借入金の増額補正でございます。 

 他の町債につきましては、それぞれの事業の入札減あるいは補助金確定による歳出

の減額に伴う減額補正でございます。 

 以上で、収入の説明を終わります。 

 続いて、６ページをお願いいたします。 

 地方債の補正でございます。一般会計出資債につきまして、国の補正予算による水

道事業の前倒しに伴いまして、補正前の限度額１５０，８００千円に１２２，２００

千円を追加をいたしまして、２７３，０００千円とするものでございます。 

 次に７ページ、繰越明許費でございます。 

 ４款の上水道事業出資金と県南水道企業団出資金につきましては、国の補正予算に

伴う水道事業の前倒し事業が２５年度に繰り越されますものですから、出資金につき
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ましても繰り越すものでございます。 

 それから、７款２項の都市再生整備事業につきましては、平成２４年度当初予算に

計上いたしておりましたけれども、国のまちづくり交付金が減額をされました。それ

に伴い、本来減額補正を予定をしておりましたけれども、国の補正予算によって事業

を行うことができるということになりましたので、２５年度に繰り越すものでござい

ます。これは、町道１本ございます。 

 それからまた、２５年度に予定しておりました町道１路線につきまして、今回の国

の補正によって、２４年度に都市再生整備事業として前倒しして計画をして、２５年

度に繰り越すものでございます。合計しますと、町道２本の繰り越しということにな

ります。 

 それから、４項近隣公園再整備事業、多目的運動公園整備事業につきましても、平

成２４年度当初予算に計上しておりましたけれども、国の社会資本整備総合交付金が

大きく減額をされまして、減額補正をして、２５年度に予算で対応する予定でござい

ましたけれども、国の補正予算の関係で、事業を２４年度に行うことができることか

ら、減額せずに２５年度に繰り越すものでございます。 

 それから、災害復旧費につきましては、国の災害査定、補助金の額の確定が遅れた

ことによりまして、年度内に工事が完了しませんので、２５年度に繰り越すものでご

ざいます。 

 以上で、平成２４年度一般会計補正予算（第７号）の説明を終わります。 

 議  長  健康課長 

 健康課長  議案書の７８ページをお開きください。 

 議案第１６号「平成２４年度筑前町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

について」 

 平成２４年度筑前町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）を別冊のとおり

提出する。 

 本日付、町長名でございます。 

 予算書のほうをお願いしたいと思います。 

 予算書１ページをお開きいただきたいと思います。 

 平成２４年度筑前町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 平成２４年度筑前町の国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定め

るところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ８，４６４千円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３，４６９，６６２千円とする。 

 本日付提出、町長名でございます。 

 それでは、歳出の説明をしたいと思います。 

 ７ページをお開きください。 

 １款１項総務費の減額につきましては、育児休業等に伴うものでございます。 

 ３項の運営協議会費につきましては、会議の開催実績による減額でございます。 

 ２款１項療養諸費につきましては、財源の振り分けでございます。 

 ２項高額療養費につきましては、不用額が予想されるための減額でございます。 

 次に、８款１項特定健康診査等事業費、２項保健事業費とも不用額が予想されるた

めの減額でございます。 

 次に、６ページ、歳入でございますが、歳入につきましては、３款１項１目の療養

給付費負担金と４款１項１目の療養給付費交付金以外はほぼ確定による補正でござ

いますが、３款１項１目療養給付費負担金については、歳入不足分を調整したものに

なっています。 
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 また、４款１項１目の療養給付費交付金は、この補正予算後に追加の交付決定が来

ておりますので、増額になる予定がございます。 

 まだこの予算作成時におきましては、確定してない部分が多く数千万単位での変動

がございますので、まだ最終的なものではないことを申し添えて説明といたします。

終わります。 

 議  長  人権・同和対策室長 

人権・同和対

策室長 

 議案書の７９ページをお願いいたします。 

 議案第１７号「平成２４年度筑前町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第

２号）について」 

 平成２４年度筑前町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第２号）を別冊の

とおり提出する。 

 本日付、町長名でございます。 

 別冊の補正予算書をお願いいたします。 

 １ページをお願いいたします。 

 平成２４年度筑前町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第２号）は、次に

定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１８１千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１２，４８７千円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 本日付でございます。 

 ６ページをお願いいたします。 

 ６ページ、歳入でございます。 

 まずは、１款県支出金の１項県補助金でございます。 

 償還推進助成事業補助金、こちらが１５９千円増額ということでございますので、

補正増額いたします。 

 それから、２款の財産収入、１項財産運用収入でございます。 

 財政調整基金利子、こちらの基金運用利子が増額ということが見込まれますので、

２２千円増額補正いたします。 

 合計の１８１千円の補正増額でございます。 

 その次の７ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 県の補助金の１５９千円の増額分を、１目の一般管理費で財源構成をいたします。 

 その結果、２目の財政調整基金費、こちらのほうの２５節の積立金、こちらの利子

積立金が２２千円の増額、それから元金積立が１５９千円の増額という補正予算の内

容でございます。以上でございます。 

 議  長  下水道課長 

下水道課長  議案書の８０ページです。 

 議案第１８号「平成２４年度筑前町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）

について」 

 平成２４年度筑前町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）を別冊のとおり

提出する。 

 本日付、町長名でございます。 

 別冊の補正予算書をご覧ください。 

 １ページをお願いします。 

 平成２４年度筑前町の農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定め
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るところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，７７３千円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５８，０４６千円とする。 

 ７ページをお開きください。 

 事項別明細書で説明をいたします。 

歳出です。補正の主な理由につきましては、実績及び精査によるものです。 

 １款１項１目農業集落排水施設管理費、１，８２２千円の減です。 

 主なものについて説明いたします。 

 １３節委託料１，１４２千円の減、契約実績によるものです。 

 １５節工事請負費、９００千円の増です。工事の実績見込みによるものです。 

 １９節負担金補助及び交付金、１，５６０千円の減です。これは、両筑衛生施設組

合負担金の汚泥処理に係る額の確定によるものです。 

 ６ページをお開きください。 

 歳入でございます。 

 １款１項１目農業集落排水事業分担金、６８６千円の増です。新規加入による実績

によるものです。 

 ３款１項１目利子及び配当金、３１千円の増です。基金利子の確定によるものです。 

 ４款１項１目一般会計繰入金、３，１９２千円の減です。総務管理費に係る繰入金

の減です。 

 ５款１項１目繰越金、７０２千円の増です。これは、２３年度決算によるものです。 

 以上で、農業集落排水事業特別会計の説明を終わります。 

 続きまして、議案第１９号、議案書の８１ページをお開きください。 

議案第１９号「平成２４年度筑前町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて」 

 平成２４年度筑前町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）を別冊のとおり提

出する。 

 本日付、町長名です。 

 別冊の補正予算書、公共下水道事業特別会計の補正予算書をお願いします。 

 １ページをお開きください。 

 平成２４年度筑前町の公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定める

ところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５２，６５０千円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，１４３，５１３千円とする。 

 予算書の８ページをお開きください。 

 事項別明細書の説明をいたします。 

 歳出です。 

 １款１項１目公共下水道施設管理費、２１，７２４千円の減です。 

 主なものについて説明をいたします。 

 １節報酬、４節共済費、９節旅費につきましては、嘱託職員１名の中途退職による

減です。 

 ８節報償費、１，３９０千円の減、接続推進奨励金、全納報奨金の実績見込みによ

るものです。 

 １１節需用費、１０，５８０千円の減、実績見込みに基づく精査、主に三輪中央浄

化センターの１系列を、３系列が完成したことによるメンテナンスのため休止したこ

とにより、電気料が減となったものです。 

 １３節委託料、８，８７３千円の減、これは、契約実績によるものです。 
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 １９節負担金補助及び交付金、３０４千円の減、宅内排水設備工事における金融機

関からの借入金に対する利子補給補助金の実績見込みによるものです。 

 ９ページをお開きください。 

 ２款１項１目公共下水道施設整備費、３０，４６０千円の減。 

 主なものについて説明いたします。 

 １５節工事請負費、３０，５００千円の減。 

 排水設備工事費の増は、新設公共桝の増によるものです。汚水管渠工事の減は、国

の交付金の削減による事業計画の見直しによるものです。付帯工事費の増は、舗装補

修箇所の増によるものです。雤水管渠工事の減は、国の交付金の削減に伴い事業計画

を見直したことによるものです。 

 ３款１項２目利子、５５９千円の減、精査によるものです。 

 ６ページをお開きください。 

 歳入の説明をいたします。 

 １款１項１目公共下水道事業負担金、５，２６３千円の増。実績に基づく決算見込

額です。 

 ２款１項１目公共下水道施設使用料、５，４５５千円の増、これも実績に基づく決

算見込額です。 

 ３款１項１目公共下水道事業費補助金、１９，３００千円の減、社会資本整備総合

交付金の減額によるものです。 

 ６款１項１目一般会計繰入金、２２，５６３千円の減、負担金、使用料の増及び施

設管理費の歳出の減によるものです。 

 ７ページをお開きください。  

 ９款１項１目公共下水道事業債、２１，６００千円の減。これにつきましても、国

の社会資本整備総合交付金の当初要望に対する減額に伴う工事費の減によるもので

ございます。 

 以上で、説明を終わります。 

 議  長  水道課長 

 水道課長  議案書の８２ページをお願いします。 

 議案第２０号「平成２４年度筑前町水道事業会計補正予算（第４号）について」 

 平成２４年度筑前町水道事業会計補正予算（第４号）を別冊のとおり提出する。 

 本日付、町長名です。 

 別冊の水道事業会計補正予算（第４号）をお願いいたします。  

 １ページでございます。 

 平成２４年度筑前町水道事業会計補正予算（第４号） 

 第１条、平成２４年度筑前町水道事業会計の補正予算（第４号）は、次に定めると

ころによる。 

 第２条、平成２４年度筑前町水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び収益

的支出の予定額を次のとおり補正する。 

 収入の部です。 

 収益的収入を３１，５００千円増額し、３０９，１５０千円とするものでございま

す。 

 支出の部、収益的支出、３，５７８千円を減額補正し、３５１，７３０千円とする

ものでございます。 

 次のページです。 

 第３条、予算第４条に定めた資本的収入及び資本的支出の予定額を次のとおり補正

する。 
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 収入の部です。 

 資本的収入を３５０，０００千円増額補正し、８８３，０８９千円とするものです。 

 支出の部、資本的支出を３５０，０００千円増額補正し、８８９，５３６千円とす

るものでございます。 

 次のページをお願いします。 

 第４条、予算第５条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方

法を次のとおり改める。 

 限度額を３５０，０００千円に改めるものでございます。 

 補正前の額は２２０，０００千円でございます。資本的収入の起債の額と同額にす

るものでございます。 

 第５条、予算第７条に定めた経費の金額を次のとおり改める。 

 職員給与費を７８１千円減額補正し、６８，３５９千円とするものです。 

 内容について説明いたします。 

 付属資料で説明をいたしますので、１３ページをお願いいたします。 

 収益的収入及び支出でございます。 

 収入の部です。 

 １款１項１目給水収益、水道料金でございますが、１８，５００千円の増額補正で

す。 

 主な理由としましては、水道利用者の増によるものでございます。 

 ３目その他営業収益、加入金１３，０００千円の増額補正でございます。 

 理由としましては新規加入の増によるものでございまして、大きなものとしまして

は、サン・ポート、中牟田小学校、篠隈団地、新町団地の接続によるものでございま

す。 

 １４ページ、支出の部でございます。 

 １款１項３目総係費、７８１千円の減でございます。人件費等の精査によるもので

ございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 １６ページでございます。 

 ２項１目支払利息及び企業債取扱諸費です。 

 企業債利息でございますが、２，７９７千円の減でございます。これも精査による

ものでございます。  

 １７ページをお願いいたします。 

 資本的収入及び支出でございます。 

 １款１項１目企業債、１３０，０００千円の増額補正でございます。 

 補助分が１１０，０００千円、単独分が２０，０００千円でございます。 

 同じく１目出資金、１１０，０００千円の増額補正でございます。 

 先ほど説明がありました一般会計の環境衛生費からの出資金でございます。 

 ３目国庫補助金、１１０，０００千円の増額補正でございます。 

 いずれも国の補正に伴う増額補正でございます。 

 支出の部でございます。 

 資本的支出、１款１項１目施設整備費、工事費の３５０，０００千円の増額補正で

ございます。 

 栗田の中継ポンプ場の築造工事と配水管布設工事を予定しております。配水管布設

工事につきましては、栗田、森山、下高場の各一部を施工をする予定としております。 

 以上で、説明を終わります。 

 議  長  説明が終わりました。 



29 

 

日程第２７～

日程第３４ 

 

 議  長  会議規則第３５条の規定により、日程第２７から日程第３４までを一括議題としま

す。 

 お諮りします。 

 一括議題とした日程第２７ 議案第２１号から日程第３４ 議案第２８号までは、

全員をもって構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することに

したいと思います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認めます。 

 したがって、日程第２７ 議案第２１号から日程第３４ 議案第２８号までは一括

議題として、全員でもって構成する予算審査特別委員会に付託して審査することに決

定しました。 

 ここで、予算審査特別委員長及び副委員長の選任をお願いします。 

河内直子議員 

 河内議員  予算特別委員会委員長に、副議長の矢野勉議員を、そして副委員長に、総務委員長

であります久保大六議員を推薦いたします。 

 議  長  ただ今、河内直子議員から発言がありましたように、委員長に矢野勉副議長、副委

員長に久保大六総務委員長ということでございます。 

 これに、ご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認めます。 

 それでは、矢野勉副議長、予算審査特別委員長就任のごあいさつを演壇にてお願い

します。 

矢野副議長 

矢野副議長  ただ今、予算審査特別委員会が設置され、私が委員長に指名されました。 

 昨年末に震災復興とデフレ脱却による経済再生を最優先と位置付けて安倍政権が

スタートし、円安株高が急激に進み、景気回復への期待が寄せられています。 

 地方においては尐子・高齢化の急速な進展や極めて厳しい財政状況の下で、住民が

安心し希望が持てる社会保障の実現が求められています。 

 本町の財政を取り巻く状況も厳しいことには変わりありませんが、長期的展望に立

って健全財政を保ち、住民の多様な要望に応えていかなければなりません。 

 平成２５年度の予算は骨格予算ではありますが、施策や予算が適正、適切であるか、

十分に論議を重ねたいと思います。 

 委員会の審査期間には制約もありますので、効率的に委員会運営が行われるよう議

員各位のご理解とご協力をお願いいたしまして、委員長の就任のごあいさつといたし

ます。よろしくお願いいたします。 

日程第３５   

 議  長  日程第３５ 「筑前町選挙管理委員会委員の選挙」を行います。 

 地方自治法第１８２条第１項の規定により、選挙管理委員の選挙を行います。 

 お諮りします。 

 選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推薦とし

たいと思います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

 （異議なし） 
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 議  長  異議なしと認めます。 

 したがって、選挙の方法については、指名推薦で行うことに決定しました。 

 お諮りします。 

 指名の方法は、議長が指名することとしたいと思います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認めます。 

 したがって、指名の方法は、議長が指名することに決定しました。 

 選挙管理委員には、お手元にお配りしました名簿のとおり、 

 篠隈の前田圭一郎さん 

大久保の清武早苗さん 

上高場の原口眞治さん 

四三嶋の岡部由美子さん 

以上の方を指名します。 

 お諮りします。 

 ただ今、議長が指名した方を選挙管理委員の当選人と定めることにしたいと思いま

す。 

 これに、ご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認めます。 

 したがって、ただ今指名しました 

 前田圭一郎さん 

 清武早苗さん 

 原口眞治さん 

 岡部由美子さん 

以上の方が、選挙管理委員に当選されました。 

 会議規則第３１条第２項の規定により、当選の告知をします。 

日程第３６  

 議  長  日程第３６「筑前町選挙管理委員補充委員の選挙」を行います。 

 地方自治法第８２号第２項の規定により、選挙管理委員の補充員の選挙を行いま

す。 

 お諮りします。 

 選挙の方法については、地方自治法第１１８条の第２項の規定により、指名推薦に

したいと思います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認めます。 

 したがって、選挙の方法については、指名推薦で行うことに決定しました。 

 お諮りします。 

 指名の方法は、議長が指名することにしたいと思います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認めます。 

 したがって、指名の方法は、議長が指名することに決定しました。 

 選挙管理委員補充員には、 

 第一順位 松延の松澤善孝さん 
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 第二順位 栗田の井浦律子さん 

 第三順位 久光の尾畑文隆さん 

 第四順位 中牟田の酒見眞由美さん 

以上の方を指名します。 

 お諮りします。 

 ただ今、議長が指名した方を選挙管理委員補充員の当選人と定めることにしたいと

思います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認めます。 

 したがって、ただ今指名しました 

 松澤善孝さん 

 井浦律子さん 

 尾畑文隆さん 

酒見眞由美さん 

以上の方が、選挙管理委員補充員に当選されました。 

 会議規則第３１条第２項の規定により、当選の告知をします。 

日程第３７  日程第３７ 請願第１号「拉致問題意見書決議に関する請願書」について、お手元

にお配りしました「請願文書表」のとおり、所管の常任委員会に付託しましたので報

告します。 

 散  会  

 議  長  以上で、本日の日程は、全部終了しました。 

 本日は、これで散会します。お疲れ様でございました。 

（１１：５３） 

 


